
「（仮称）古平・余市ウィンドファーム事業に係る環境影響評価方法書」に対する質問事項及び事業者回答

1．事業全体に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

1-1 相互理解等 1次

配慮書段階では「縦覧期間が終了しても、住民等から
の要望があれば、アセス手続きとは別に、事業計画の
理解が深まるように、適宜、説明の実施を考えており
ます。」とのことでしたが、これまでにどのような情
報提供を行ってきたか・今後どのように行っていく計
画か、ご教示ください。

配慮書の縦覧終了以降、2022年12月、2023年8月に事業
エリアに隣接する自治会を対象に自治会と共同主催に
て、合計4回の「学ぶ会兼対話会」を実施いたしまし
た。
今後も、地元自治会及び行政等と相談をしながら、各
自治会単位での対話会等を通して、本事業における住
民の皆様のご理解が深まるよう丁寧に説明してまいり
ます。

1-2 図書の公表 1次

貴社ウェブサイトによると、本方法書のインターネッ
トでの公表期間は「意見募集期間を含む2023年11月22
日（水）から2024年1月12日（金）」と縦覧期間終了後
も閲覧可能となっておりますが、電子縦覧図書のダウ
ンロード・印刷は不可能となっております。
図書の公表に当たっては、広く環境保全の観点から意
見を求められるよう、印刷可能な状態にすることによ
り、利便性の向上に努めることが重要と考えますが、
事業者の見解を伺います。
なお、配慮書段階では、「関係者（住民や自治体等）
との相互理解促進も重要と考えており、方法書以降、
知的財産保護しながらアセス図書公開期間、ダウン
ロード及び印刷可能な方法等の諸課題解決に向け模
索・検討していきたいと考えております」とご回答い
ただいていたことを踏まえ、配慮書以降の検討内容が
わかる回答としてください。

方法書作成にあたり、その公表方法について模索・検
討させていただいた結果、アセス書については、事業
者の知的財産を有する著作物であるため、印刷やダウ
ンロードについては不可といたしました。
しかしながら、関係者（住民や自治体等）との相互理
解促進は重要であることから、方法書については意見
募集期間中も閲覧可能とするとともに、方法書のあら
ましを作成しダウンロード・印刷を可能とすること
で、利便性の向上に努めました。

2．「第2章 対象事業の目的及び内容」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

2-1 5 第2.2-1図 1次

風力発電機の配置が明らかにされていませんが、適切
な調査方法（現地調査地点等）の検討には、風力発電
機の配置の情報が必要なものもあるため、配置計画を
明らかにして方法書手続を実施することが望ましいと
考えますので、現段階での風車の配置計画等をご提示
ください。

風力発電機の配置計画については、事業計画の熟度が
まだ低いため、参考情報として審議会でご提示いたし
ます。なお、地権者と未調整のエリアが含まれるた
め、非公開資料を提示いたします。

2-2 11
第2.2-2表
第2.2-2図(1)

1次

ブレード下端の高さが20～55.5mと幅が広いですが、理
由を伺います。

風車仕様が決まっていないため、採用しうる仕様を網
羅する形で記載しております。ハブ高さやブレード長
を組み合わせた結果、幅が広くなっております。

2-3 19
第2.2-5図　工
事関係車両の主
要な走行ルート

1次

ルートの終点を対象事業実施区域とした場合、始点を
どのように設定し、ルートを決定したのかをご教示く
ださい。
なお、図の範囲外に工事関係車両の主要走行ルートは
存在しない理由がわかる回答としてください。

工事関係車両の主要な走行ルートについては、台数の
多いことが見込まれるコンクリートミキサー車を想定
して示しておりますが、現段階で工事会社や調達先が
決定していないため、始点は近隣市町村の生コンク
リート工場付近としております。今後、詳細ルートを
検討し、図の範囲外においても多数の工事関係車両が
走行することで主要な走行ルートとなる場合は、その
範囲についても準備書にて記載いたします。

2-4 20
(5)樹木伐採の
場所及び規模

1次

樹木伐採の最小化を図ることは分かりましたが、伐採
箇所、造成箇所等については可能な限り緑化を図るべ
きと考えます。緑化に係る事業者の見解と対応方針を
伺います。

伐採箇所、造成箇所等において、工事後に使用予定の
ない箇所で緑化可能な範囲は、原則、緑化する方針で
すが、地形地質状況を踏まえ行政と協議し、且つ、動
植物の専門家等の助言を受け、生態系への影響を可能
な範囲で低減できる計画を検討いたします。

3．「第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3-1 31

3.(1)環境騒音
の状況、4.(1)
環境振動の状
況、4.(2)道路
交通振動の状況

1次

「公表された測定結果はない。」とのことですが、ど
のような資料を確認した結果、そのように判断された
のか、それぞれご教示ください。

「北海道環境白書’22」（北海道、令和5年）及び北海
道庁HP、古平町HP、余市町HP、仁木町HPを確認した結
果、測定結果が記載されていませんでしたので「公表
された測定結果はない。」と判断いたしました。

3-2 45
重要な地形・地
質

1次

「積丹半島の海岸」（奇岩怪石・巨石群）と対象事業
実施区域との位置関係（最近接距離等）について、ご
教示願います。

方法書に記載の「積丹半島の海岸」（奇岩怪石・巨石
群）の範囲は、日本の典型地形一覧の備考欄に「ニセ
コ積丹小樽海岸国定公園」とあったため、その範囲を
記載しておりましたが、典型地形位置図の範囲とは異
なっていたため修正いたします。修正した「積丹半島
の海岸」（奇岩怪石・巨石群）と対象事業実施区域の
位置関係は別添資料3-2に示すとおりです。
国道229号線に接道する対象事業実施区域の北西の一部
が奇岩怪石・巨石群の範囲と重複しております。ただ
し、重複箇所は既存道路を利用する場所であり、奇岩
怪石・巨石群に影響が及ぶような改変は想定しており
ません。

3-3 56 第3.1.5-4図(2) 1次

区域周辺の沿岸域が海ワシ類の渡りのルートとなって
います。このことについての、事業者の見解と、これ
を受けて調査手法へ反映した部分があればお示しくだ
さい。

区域周辺の沿岸域が海ワシ類の渡りのルートとなって
いることは認識しております。このため、渡り鳥の調
査においては海ワシ類の渡り時期を考慮した上で、沿
岸域にも調査地点を設けるなど、調査手法に反映して
おります。

資料5-1
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3-4 57 第3.1.5-4図(3) 1次

区域周辺に、夜間の渡りルートがあることが示されて
います。夜間の渡りの状況は正確な把握が難しいと思
われますが、どのように渡りの状況を把握していくの
か、調査手法への反映状況をお示しください。

夜間の渡り鳥については、主にボイスレコーダーを使
用した鳴き声による種の確認を行う予定です。また、
可能な範囲で日の出前、日没後の薄暮の時間帯に目視
確認に努めることを検討しております。

3-5 83
現存植生図
（拡大版：西
部）

1次

古平町側にある「造成地」の由来及び現在の状況を伺
います。

造成地には、もともと古平町営牧場がありましたが、
令和元年に用途廃止されて現在に至ります。現在の植
生は主にオオヨモギ群落・放棄牧場草本群落、ササ群
落（Ⅴ）、ササ－シラカンバ群落となっております。

3-6
88
89

②調査内容
表【調査地域】

1次

①「中部エリアは（中略）尾根部は全面的に植生自然
度が高いと判定されたため、事業エリア検討対象から
除いた。」とありますが、本図書での対象事業実施区
域においても現存植生図では尾根沿いに植生自然度９
の区域が広がっています。予備判読において、北部エ
リア及び南部エリアが中部エリアとで異なる結果と
なった理由を伺います。
②今回、南部エリアが事業の対象から外れた理由を伺
います。

①中部エリアは、北部エリア及び南部エリアと比較
し、より高標高でハイマツ群落等の高山植生が面的に
広がって分布していたのに対し、北部エリア及び南部
エリアはそのような高山植生がまとまって分布してお
らず、林道沿を中心に植林や落葉広葉樹の二次林タイ
プの分布が見られたためです。
②地理的分断により、両エリアで共通して利用する設
備等がなくなり、一体的に計画・管理することは、事
業実施上メリットが少ないと判断したため、南部エリ
アを本事業の対象から外しました。

3-7 89 第3.1.5-13表 1次

①「植生判読・植生図作成」に記載されている、代表
的な植生区分において行った植生調査は、この表に記
載されている18地点で行った「植生調査（優占種調
査）」のことを指しているという認識でよろしいです
か。
②植生調査の結果として、18地点でそれぞれどのよう
なデータが得られたのか、お示し願います。

①ご認識のとおりです。
②植生調査の結果は、別添資料3-7に示すとおりです。

3-8 96 第3.1.5-17図 1次
詳細が分かりにくくなっていますので、拡大図を提供
願います。

拡大図を別添資料3-8に示します。

3-9 100 第3.1.5-18図 1次

現存植生図による植生自然度を示していますが、P85-
87にある現存植生図よりも明らかに植生自然度9の場所
が少なく見えます。この理由についてご教示くださ
い。

植生自然度9の場所が少なく見える理由として以下が考
えられます。
・P85-87にある植生自然度図は調査年次が1979年で
1981年発行の1/5万植生図が元になっていますが、その
後の植生変化（特に林道沿いの森林整備事業等）が反
映されていないためです。
・判読スケールの違いによるためです。（1981年発行
の植生図の判読スケールが1/5万に対し、今回の植生判
読は1/1.5万で実施しています。これについては、P88
に記載の「1/2.5万植生図を基にした植生自然度につい
て（環生多発第1603312号）」（環境省自然環境局生物
多様性センター、平成28年3月31日）では1/5万植生図
を使用する場合も含めて植生自然度を利用する際の注
意事項として、「植生自然度は作成した植生図のス
ケールで考案した植生の相観に基づく尺度であり、ス
ケールが異なれば解釈も異なるものになる。例えば、
1/5万植生図では自然度8としていた植生（群落）が、
現地調査に基づく詳細な図では自然度8と自然度7に分
けられることもある。」とあります。）
・上記出典において、「北海道の1/5万植生図のエゾイ
タヤ－シナノキ群落（自然度9）が、1/2.5万植生図で
は広範囲にシラカンバ－ミズナラ群落（自然度7）と接
しており、植生の内容はあまり変わらないのに自然度
が異なることがある。」と記載されており、当該地も
これに当てはまると考えられるためです。

3-10 107 重要な群落 1次

「積丹半島海岸断崖植物群落」と、対象事業実施区域
との位置関係（最近接距離等）について、ご教示願い
ます。

「第3回自然環境調査（昭和63年）Web-GIS　特定植物
群落（石狩・胆振・後志（総合）振興局）」（環境省
生物多様性センターHP、
http://gis.biodic.go.jp/webgis/）の地理情報データ
を確認したところ、「積丹半島海岸断崖植物群落」と
対象事業実施区域との最近接距離は約20mです。近接し
ている対象事業実施区域は既存の道路となります。な
お、風力発電機設置想定範囲との最近接距離は約1.9km
です。

3-11 119

3.1.6 景観及び
人と自然との触
れ合いの活動の
場の状況

1次

古平町、余市町及び仁木町にヒアリングしたとのこと
ですが、出典にはヒアリングの情報がなく、どのよう
な意見があったのか判断できないので、それぞれの町
からどのような意見があったのか、参考にご教示願い
ます。

古平町役場と仁木町役場へのヒアリングの結果、特に
意見はありませんでした。余市町役場へのヒアリング
では、眺望点として民間の観光農園への言及がありま
したが、同エリア内かつ対象事業実施区域により近い
公共施設（余市農道離着陸場）を眺望点に選定いたし
ました。

3-12 145
第3.2.3-1図
河川等の利用の
状況

1次

①豊浜浄水場及び豊丘浄水場の取水地点について、集
水域が事業実施想定区域に含まれており、水源水質へ
の影響が懸念されますが、影響の回避又は低減に対す
る事業者の見解をご教示ください。
②白岩町飲料水供給施設は、地下水を水源としている
とのことですが、余市町白岩地区水資源保全地域が事
情実施想定区域と重複しており（194ページ）、水源水
質への影響が懸念されますので、影響の回避又は低減
に対する事業者の見解をご教示ください。
③水道水源管理者である余市町との協議状況及び今後
の協議に係る事業者の見解をご教示ください。
④梅川水系にある農業用水取水地点の上流は事業実施
想定区域内に位置しており、水源水質への影響が懸念
されますが、利水者との協議状況及び今後の協議に係
る事業者の見解をご教示ください。

①造成工事の際に一時的に裸地が発生することで降雨
時に河川等へ濁水が流入する可能性がございますが、
沈砂池等の環境保全措置を講じるとともに河川から十
分な距離を離隔することで、周辺河川への影響の回
避、低減に努める工事計画といたします。また、今
後、周辺河川の調査を行い、河川への影響予測及び評
価を実施いたします。
②本事業では地下水脈に影響を与えるような大規模改
変は行わない計画ですが、水脈に影響を与えないよう
関係機関と協議の上、適切に工事を実施いたします。
③余市町経済部商工観光課を通して水道管理者に対し
て情報提供をしています。今後も継続して情報提供・
協議を実施いたします。
④昨年、農業協同組合に事業に関する説明をしていま
す。今後も継続して情報提供・協議を実施いたしま
す。
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3-13 149
２地下水の利用
状況

1次

井戸の詳細な位置に関する情報は得られなかったとの
ことですが、157ページの住宅の配置の概況図からは、
事業実施想定区域内及びその周辺に住居等が確認され
ます。これらの住居等において飲用井戸を利用してい
る場合、その水質への影響は懸念されないでしょう
か。事業者の見解をご教示ください。

工事中の造成による一時的な濁水の発生については沈
砂池等の対策により濁水等が外部に流出しないような
措置を講じること及び地中まで至る造成箇所は基礎杭
に限定され地下水脈に及ぼす影響は極めて小さいと考
えられることから、飲用井戸への影響はほとんどない
と考えております。

3-14 151
第3.2.4-1　主
要な道路の状況

1次

番号①、③、⑧及び⑯について、「調査区間」と「工
事関係車両の主要な走行ルート」との重複状況がわか
る図を別添資料としてお示しください。

「調査区間」と「工事関係車両の主要な走行ルート」
との重複状況は別添資料3-14に示すとおりです。

3-15
178
181

c.自動車騒音の
要請限度
c.道路交通振動
の要請限度

1次

規制地域は、対象事業実施区域内にはないとのことで
すが、大型資材等の搬入車両の主要なルート、及び工
事関係車両の主要な走行ルートが規制地域内に位置す
るのかを、それぞれご教示ください。

工事関係車両の主要な走行ルートは規制地域内に位置
します。工事関係車両の主要な走行ルートと規制地域
は別添資料3-15に示すとおりです。また、大型資材等
の搬入車両の主要なルートについても小樽市、岩内
町、共和町、倶知安町の一部に規制地域の指定があり
ます。

3-16
221
222

図　土砂災害危
険箇所の指定状
況
図　国土防災に
係る指定区域等
の指定状況

1次

土石流危険渓流について、古平町側の風力発電機設置
想定範囲の南端部がこの区域と重複していますが、風
力発電機設置の範囲から除外していない理由を伺いま
す。

土石流危険渓流については、法的な制限のないエリア
のため風力発電機設置の範囲から除外していません
が、今後詳細設計の中で、関係行政と協議し当該土石
流危険渓流内での風車設置を避けることを基本方針と
して検討いたします。

4．「第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

5．「第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6．「第6章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-1 316 第6.1-6表 1次

放射線の量について、「空間放射線量率の高い地域は
確認されていない」とありますが、P127に記載されて
いる結果からそのように判断された根拠をご教示くだ
さい。

「泊発電所周辺の安全確認等に関する協定に基づく環
境放射線の測定結果 令和3年度」（北海道、令和4
年）」によれば、平成25年4月～令和3年3月における過
去の測定値の範囲は下記のとおりです。
・古平町浜町：月平均19～34nG/h、最大値105nG/h、
・余市町朝日：月平均23～42nG/h、最大値131nG/h、
・仁木町西町：月平均20～38nG/h、最大値147nG/h
P127に記載している令和3年度の結果はいずれも月平均
は上記の範囲内であり、最大値は超えていないことか
ら、高い地域は確認されていないと判断いたしまし
た。

①騒音について、315ページでは、影響要因の区分が複
数該当しますが、累積的影響に関しては、どの影響要
因の区分を対象に検討するのか、理由も含め事業者の
見解をお示しください。
②累積的影響の項目並びにその手法について、どのよ
うに検討することを想定されているか（参考文献や専
門家等へのヒアリング実施有無など）をご教示くださ
い。

①騒音の累積的影響については、他の風力発電施設と
本事業の風力発電施設が同時に稼働することが想定さ
れることから「施設の稼働」を対象に検討いたしま
す。
②累積的影響については、現在計画中の風力発電事業
に関する熟度の高い事業計画等の情報が得られる場合
には、「風力発電所の環境影響評価の実施に係る事例
集　(平成29年12月　環境影響評価審査の検証風力発電
所事例集検討委員会)」に記載のとおり、環境要素ごと
に整理するとともに、最新知見で得られる情報や専門
家ヒアリングを基に実施することを検討いたします。
各項目の現時点の整理は以下のとおりです。なお、現
在計画中の風力発電事業に関する情報は方法書P21,22
のとおりです。
・騒音、超低周波音：他事業の風力発電機の配置、騒
音パワーレベル等の情報を可能な限り入手し、施設の
稼働に伴う騒音、超低周波音の累積的な影響を評価す
る。
・風車の影、景観：他事業の風力発電機の配置、サイ
ズ等の情報を可能な限り入手し、供用後の風車の影、
景観の累積的な影響を評価する。
・鳥類：他事業の風力発電機の配置、サイズ等の情報
を可能な限り入手し、供用後の衝突確率について累積
的な影響を評価する。

③他者事業の情報入手について、他の事業者との協議
状況及び今後の協議に対する事業者の見解をご教示願
います。
④対象事業実施区域周辺における事業（21ページ）に
は既に運転開始している事業が２事業ありますが、こ
れらとの累積的影響についても今後検討する（方法書
において調査・予測・評価の具体的内容を記載する必
要はない）と判断された理由をご教示ください。

③現段階で他事業者との協議は開始しておりません
が、今後現地調査の結果も踏まえ、協議申し入れを検
討しております。
④既に運転開始している２事業との累積的影響につい
ては予定しておりますが、現時点で他事業者と協議を
開始しておらず、どういった情報が得られるか定かで
ないため、今後検討するとして具体的な記載は行って
おりませんでした。準備書では具体的な内容を記載し
たいと考えております。なお、既に運転開始している
事業の影響については現況調査において現況に含まれ
る形で得られると考えております。

1次3176-2

6.2.3稼働中及
び計画中の風力
発電事業との累
積的影響につい
て

3/8



番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-3 327

第6.2-1表(11)
専門家等からの
意見の概要及び
事業者の対応

1次

参考文献としていくつか例示がありますが、これらの
文献は確認されたのでしょうか。
また、専門家が「着目するとよい」としている種の中
に、シャコタンオオルリオサムシ等が挙げられていま
すが、こちらについて文献等による調査を行っている
でしょうか。

専門家から例示された参考文献については入手できた
「完本北海道蝶類図鑑」（北海道大学出版会、2016）
については確認しております。その他、北海道トンボ
研究会、道南昆虫同好会の会報等については現時点で
入手できておらず確認できておりません。専門家から
「着目するとよい種」のうちオオゴマシジミ、シャコ
タンオオルリオサムシ、アイヌキンオサムシについて
は収集した文献で確認されております。「着目すると
よい種」については、専門家のアドバイスに留意した
上で現地調査を実施する予定です。

6-4 332
第6.2-1表(16)
【水質】

1次

①専門家等からの意見において、古平川下流の下水処
理場処理水の放流口の位置も考慮しておいた方がよ
い、とありますが、「考慮する」とは具体的にどのよ
うな対応が望ましいという意見であったのかをご教示
ください。
②また、現地踏査では放水している状況は確認できな
かったとのことですが、下水処理場は現在稼働してい
ないということでしょうか。現地踏査結果を踏まえ、
専門家等意見に対しどのような対応をされたのかをご
教示ください。

①専門家に具体的には以下のご意見をいただきまし
た。
「降雨時調査時に下水処理場からの排水流量・濁りが
高いようであれば、調査地点を上流へ変更した方が良
い。」
②下水処理場は稼働しておりますが、処理場からは暗
渠により古平川へ排水されていると考えられ、現地踏
査時には排水先を確認することができませんでした。
今後の対応としては、古平町下水道管理センターへヒ
アリングを行い排水先を特定し、降雨時に安全性が確
保できる調査地点の設定可否について検討したいと考
えております。

6-5
333
339

第6.2-2表(1)、
(7) 調査、予測
及び評価の手法
【交通騒音/振
動】

1次

2.(1)の【現地調査】について、発電所に係る環境影響
評価の手引（令和２年11月　経済産業省）では、「天
気、風向・風速、気温、湿度についても調査する。」
とされていますので、これらの項目を調査することに
対する見解をお示しください。

ご指摘の調査については文献調査の一環として、交通
騒音・振動の調査時の天気、風向・風速、気温、湿度
を最寄の気象観測所よりデータ収集いたします。

6-6
334
340

第6.2-2表(2)、
(8)調査、予測
及び評価の手法
【交通騒音/振
動】

1次

5.(1)の【現地調査】について、
①「平日及び土曜日」とされていますが、日曜・祝日
は工事関係車両の出入りはないと解してよろしかった
でしょうか。また、22時～６時の間は工事関係車両の
出入りはないと解してよろしかったでしょうか。
②「道路交通騒音（振動）」の状況を把握できる日と
して、具体的にどのような日を選定されるのかをご教
示ください。

①原則、日曜日は休工の予定ですが、祝日は工事を実
施する可能性があります。平日等と比較し工事車両台
数は少ないため、影響は軽微であると考えておりま
す。
また、風力発電機本体の大型パーツの輸送時等ごく限
られた期間に交通量の少ない22時以降の夜間に実施す
る場合はあります。大型パーツの輸送は加速・停止の
少ない低速での走行であり、走行台数も想定できる最
小限の台数の輸送であること及び一時的であることか
ら、影響は一時的かつ軽微であると考えております。
②環境省の「騒音に係る環境基準の評価マニュアル
（道路に面する地域編）」に基づき1年を代表すると思
われる、交通量が平均的な状況となる日を選定いたし
ます。具体的には天候等が安定している秋季もしくは
春季と想定しております。

6-7 335

第6.2-2表(3)、
調査、予測及び
評価の手法【建
設騒音】

1次

5.(1)の【現地調査】について、「騒音の状況を把握で
きる時期及び期間」として、具体的にどのような期間
を設定するのかをご教示ください。なお、季節に対す
る見解や土曜・日曜・祝日を休工とするかを含めた回
答としてください。

現地調査時期としては天候が安定している季節で設定
いたしますが、夏季は蝉の声等の影響が大きいため春
季または秋季に実施する予定です。また原則、日曜日
は休工の予定であるため、それ以外の曜日に調査いた
します。

6-8 336

第6.2-2表(4)、
調査、予測及び
評価の手法【建
設騒音】

1次

10.(2)において、「騒音に係る環境基準について」に
規定された基準との整合性について検討されるとして
いますが、「発電所に係る環境影響評価の手引（令和
２年11月　経済産業省）において検討するとされてい
る「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関す
る基準」との整合に関する評価は不要と判断された理
由をご教示ください。

「発電所に係る環境影響評価の手引（令和２年11月
経済産業省）に記載の評価の手法には『「特定建設作
業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和
43年厚生省・建設省告示第1号）との整合が図られてい
るかを検討する（騒音規制法に基づき指定区域が定め
られていない地域を除く）。』とあります。対象事業
実施区域は指定区域に定められていないため、「特定
建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」
との整合に関する評価は不要と考えておりますが、本
事業においては生活環境を保全する観点から「騒音に
係る環境基準について」に規定された基準との整合性
について検討いたします。

6-9 337 風況 1次

風況観測塔による風況データ収集は、どの程度の高度
で行われるのでしょうか。

約60m高さの風況観測塔を標高約660m地点に建設いたし
ます。風向計、風速計は、地表から30～57mの複数高さ
に設置しデータ収集する予定です。

6-10
338
341

第6.2-2表(6)、
(9)調査、予測
及び評価の手法
【施設騒音/超
低周波音】

1次

5.(1)【現地調査】について、
①施設騒音と超低周波音の調査期間は同一期間とする
かについて、ご教示ください。
②72時間の測定において、平日及び休日の測定とする
のかをご教示ください。なお、回答にあたっては、そ
のように判断された理由をあわせてご教示ください。

①騒音と超低周波音の調査は基本的には同一期間に実
施いたします。
②測定期間は、環境省「風力発電施設から発生する騒
音等測定マニュアル」に従い、有効風速範囲における
残留騒音の測定として有効な日数として昼夜間とも3日
間以上確保できる期間とし、平日・休日問わず実施い
たします。

6-11
338
342

第6.2-2表(6)、
(10)調査、予測
及び評価の手法
【施設騒音/超
低周波音】

1次

10.(2)において、古平町自然環境、景観等と再生可能
エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則に
よる事業規制条件（196、197ページ）との整合性につ
いて評価する必要はないでしょうか。事業者の見解を
ご教示ください。

「古平町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電
事業との調和に関する条例」に基づく評価も実施いた
します。

4/8



番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-12 342

第6.2-2表(11)
調査・予測地点
の設定根拠（大
気環境）

1次

①道路１～３地点について、どの規制地域区分に位置
するのかをご教示ください。
②環境１～４地点は全て風力発電機設置想定範囲との
位置関係を元に設定されていますが、対象事業実施区
域内に住居等が存在することを踏まえ、建設機械の稼
働による影響を把握する地点として、十分な地点が設
定されていると考える理由をご教示ください
③風力発電機設置位置を絞り込んだ結果、風力発電機
に最近接となる住居等が変更となる可能性があると考
えますが、施設騒音・建設騒音の調査地点の変更に対
する事業者の見解をご教示ください。

①道路1,2は騒音規制法に基づく規制区域の第3種区域
に、振動規制法に基づく規制区域の第2種区域に指定さ
れております。道路3は区域の指定はされておりません
（「騒音・振動・悪臭規制地域マップ
（http://edb.pref.hokkaido.lg.jp/hkdssa/SSA_map.a
spx?city_code=01408）より）。
②現地調査の地点としては、対象事業実施区域の北・
南・西方向で設定した環境1～4において現状の騒音状
況を把握できるものと考えております。建設機械の稼
働による影響については、調査・予測地点のみならず
コンター図（等音線図）を示すことで、周辺住居等へ
の騒音影響を網羅的に把握できると考えております。
③施設騒音の影響については、調査地点を風力発電機
設置想定範囲から南を除く各方向に最寄の住居等を設
定しておりますので、基本的に最寄の住居等が変更と
なる可能性はないものと考えておりますが、変更があ
る場合はその地点での予測評価を行います。建設騒音
の影響については②のとおりコンター図（等音線図）
を示すことで、周辺住居等への騒音影響を網羅的に把
握することを考えております。

①道路騒音測定地点について、国道229号と道道228号
の合流区間が最も工事関係車両の交通量が多くなるの
ではないでしょうか。この区間に調査地点を設ける必
要は無いのか、事業者の見解を伺います。
②19ページに示された工事関係車両の主要な走行ルー
トの東側の部分は、本図には示されていませんが、本
図には示されていない範囲に交通騒音・振動の調査地
点を設定する必要はないと判断された理由をご教示く
ださい。
③仁木町内の国道５号沿いに交通騒音・振動の調査地
点を設定する必要はないと判断された理由をご教示く
ださい。
④余市駅周辺の類型指定範囲内に交通騒音・振動の調
査地点を設定する必要はないと判断された理由をご教
示ください。

「発電所アセスの手引」には、調査地域として「工事
用資材等の搬出入に用いる自動車が集中する対象事業
実施区域周辺の主要なルートを踏まえ、適切に設定す
る」、予測地域としては「原則として、工事用資材等
の搬出入に用いる自動車が集中する対象事業実施区域
周辺の主要なルートのうち、一般車両台数に比べ、工
事用資材等の搬出入に用いる自動車の割合が大きい
ルートとする」とされています。

上記を踏まえ、今回の騒音等調査地点を設定した根拠
としては、国土交通省が実施した至近の交通量調査結
果によると、騒音等調査地点と比べご指摘の区間の方
が交通量が多いため、より工事車両の割合が大きい
ルートを調査地点として設定いたしました。

＜各騒音等調査地点における交通量＞
　・道路１：348台
　・道路２：3,771台
　・道路３：調査結果無（周辺居住者の利用が主のた
め少ないと想定）
＜交通量調査結果（抜粋）＞（別添資料6-13）
①国道229号と道道228号の合流：
　　13,474台（推定）
②国道5号：11,516台
　道道753号：6,055台
③国道5号（仁木町内）：7,629台
④国道5号（余市駅周辺（類型指定範囲内））：
　　10,103台

⑤風況観測塔候補地点は、１地点のみ示されています
が、対象事業実施区域（西側）にも設置する必要はな
いのでしょうか。１地点が妥当であると考える理由を
ご教示ください。

⑤風況観測塔候補地点は対象事業実施区域内で標高の
高い地点であり本事業全体の風況を把握する地点とし
て適切であると考えております。

6-14 344

第6.2-2表
(11)、調査、予
測及び評価の手
法【水環境】

1次

4.【現地調査】について、降雨時の採水地点数は、水
質１～６、11及び補助点１～５の計12地点と解してよ
ろしかったでしょうか。

降雨時の採水地点に水質10が欠落しておりました。採
水地点数としては以下となります。
「水質1～6、10、11及び補助点1～5の計13地点」

6-15 346

第6.2-2表
(13)、調査、予
測及び評価の手
法【水環境】

1次

5.(1)【現地調査】において、降雨時に１回計画されて
いますが、降雨時の採水のタイミングをどのように決
定されるのかをご教示ください。

降雨時の採水のタイミングは、作業の安全性を考慮し
て日本気象協会が発表する古平町、余市町の雨量予測
を確認し、日累計雨量30～50㎜を対象に実施する計画
で検討しております。また、一降雨時において採水の
タイミングは、河川流量の上昇時、ピーク時、降下時
の頻度とし、間隔をおいて行う複数回の調査時に、河
川水位にて流量変化を確認した上で、それぞれのタイ
ミングを抽出する計画としております。

1次
第6.2-1図大気
環境の調査位置
（騒音等）

3436-13
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-16 348
第6.2-2図(1)
水環境の調査位
置

1次

水質１、水質４及び水質11の調査地点がある河川につ
いて、農業用水取水地点や水道用水取水地点よりも上
流側に調査地点を追加する必要はないでしょうか。事
業者の見解をご教示ください。

第6.2-2(1)図に示す「水質1」については、可能な限り
農業用取水地点より上流とするため、農業用取水地点
及び上流側の現地確認を行い、安全確保が可能なアク
セスルートを確認の上、実施の可否を検討いたしま
す。

「水質4」については、上流に豊浜浄水場取水地点があ
るものの、上流は民有地であり、地権者との調整がで
きていないため現地点で設定しております。
地権者と調整を行い、取水地点より上流で調査地点を
設けるよう今後調整を予定しております。

「水質11」については、上流に豊丘浄水場取水地点が
あるものの、方法書の届出段階では降雨時に現地点よ
り上流での調査が安全管理上困難と判断しておりまし
た。その後の余市川浄水場へのヒアリングにより、安
全にアクセス可能なルートが確認できましたので詳細
地点を検討の上、取水地点より上流で設定いたしま
す。

6-17 350
第6.2-2表(15)

1次

①5.調査期間等の選定の理由にて、風力発電機の稼働
による風車の影の状況を把握できる時期とした、とあ
りますが、年１回の現地調査が適切な時期についてご
教示ください。
②予測地域を風力発電機設置想定範囲から2.0kmの範囲
とする根拠として平成25年にまとめられた資料を用い
ていますが、発電機が当時より大型化していること、
また、発電機の設置位置が尾根上を想定していると思
われることから、高低差により影響範囲は広くなると
考えますが、見解を伺います。

①風車の影の現地調査は周辺の住居の立地状況等の土
地利用状況等を把握する調査であるため、樹木が落葉
して立地状況等が確認しやすい秋季に１回実施するこ
とを想定しております。
②「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事
例」（環境省総合環境政策局、平成25年）に示される
海外の先行事例においては、風力発電設備から900m～
2,000mを予測範囲とした事例が例示されるとともに、
同文献に示される「Planning for Renewable Energy:
A Companion Guide to PPS22」(Office of the Deputy
Prime Minister、2004)においては、風車の影の影響は
「風力発電機のローター直径の10倍」の範囲で発生す
るとされております。本事業ではローター直径（最大
158m）の10倍となる1.58kmを一つの目安として、これ
ら文献に示される知見を参考に、それよりも広い2kmを
予測範囲として設定しておりますが、今後、詳細な風
力発電機の仕様を検討し、高低差により影響範囲が広
くなることも考慮した上で風車の影の予測を行いま
す。

6-18 353
調査の基本的な
手法

1次

コウモリ類以外の哺乳類の捕獲法として、シャーマン
トラップのみを実施することとしていますが、非常に
小型の哺乳類については、シャーマントラップが起動
しないことがあります。過小評価を防止するために墜
落かんを併用すること、また調査地点の環境によって
捕獲数に大きな差が生じることなどから、墜落かんの
設置数は、一地点あたり（環境区分毎に）少なくとも
20～30個とすることが望ましく、また、口径を大きく
するよりも、一調査地点あたりの設置エリアを広く
し、設置数を増やすほうが、より良い調査が可能にな
ると考えられます。適切な手法による調査を行うこと
が重要であると考えますが、調査手法に関する事業者
の見解を伺います。

方法書P323の専門家の意見として「小型哺乳類の調査
のために、墜落缶を用いることについては、捕獲した
生物が死んでしまう可能性があるため、実施の必要性
は低いと思う。」とのことであったため、調査手法と
して墜落缶トラップを実施しないことといたしまし
た。
墜落缶トラップを使用した場合は捕殺することが避け
られないため、鳥獣保護法の理念に基づき計画してい
ませんでしたが、審査会等で必要と判断される場合
は、哺乳類の捕殺を最小限に留める観点から、1回もし
くは規模を下げて実施して、目的の小型哺乳類が捕獲
されて相としての把握が十分できた段階で以降の墜落
缶トラップは実施しないことを検討いたします。

6-19 355
第6.2-2表(19)
【コウモリ以
外】

1次

自動撮影法の調査時期を冬季以外としていますが、
p.324の専門家ヒアリングでは、「夏と冬の撮影頻度の
違いを確認すると良い」とあります。本意見を得た上
で冬季を調査対象外とした理由をご教示願います。

自動撮影法(カメラトラップ）については、無積雪期で
ある春季～秋季において連続して常時設置することに
より、調査地域における中大型哺乳類相の生息状況を
把握することができるものと考えております。
なお、専門家ヒアリングでは、獣害予測を検討する場
合において、夏季と冬季の撮影頻度の違いについてご
意見を頂いたところです。獣害影響については、本環
境影響評価における検討の対象外ではありますが、地
元行政、地域住民の皆様のご関心が高い事項でもある
ことから、別途、獣害対象動物の生育状況について把
握する予定としております。冬季の積雪期間は、先述
したカメラトラップのデータ回収を行うことが困難で
あり、どこまでデータが取得できるかは不確定ではあ
りますが、冬季期間中も設置・記録を継続しデータの
取得に努め、専門家のご意見を踏まえた獣害影響の検
討に活用することといたします。

6-20 355
第6.2-2表(19)
【コウモリ】

1次

p.319の専門家ヒアリングに、コウモリの調査について
の意見がありますが
①「1年目で録音調査を実施し、その結果を見て2年目
に生息が確認された地点を集中して実施するのがよ
い」とありますが、そのように２年に分けて調査する
予定はあるのでしょうか。
②「録音調査は冬期も継続して通年実施するのがよ
い」とありますが、本意見を反映せず、冬期間の調査
を実施しないとした理由をご教示願います。

①環境省総合環境政策局環境影響評価課が平成22年に
行ったアンケート調査(条例アセス対象244件）による
と、コウモリ類の調査の実施期間はそのすべてが1年未
満であったことから、1年間実施することといたしま
す。調査結果を踏まえ、以降の対応を検討したいと考
えております。
②冬期期間については、通常、冬季はコウモリの活動
が低下するため録音調査は実施しないことが多いです
が、専門家からのアドバイスを踏まえ、試行として秋
季のデータを回収後、冬季期間中もバットディテク
ターの設置を継続いたします。翌春に冬季のデータを
取得することで、可能な範囲でデータ確認を行い、影
響予測に活用いたします。
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-21 356
第6.2-2表(20)
【魚類・底生動
物】

1次

①魚類の調査時期は、日本海さけ・ます増殖事業協会
に放流日を確認して設定したという認識でよろしかっ
たでしょうか。
②調査時期は6月上旬及び9月下旬頃が適している旨の
専門家意見がp.326にあります。調査時期は降雪や融雪
のタイミングに左右されるものと思われますが、専門
家が最適とした時期から少しずらして調査時期を設定
した理由についてご教示願います。

①詳細な放流日を現時点では確認できておりません
が、事前に放流を実施される余市郡漁協及び東しゃこ
たん漁協に確認の上、詳細な調査日程を設定いたしま
す。
②調査時期を放流日の状況、雪代増水による増水状況
を鑑み、水量が安定する5月下旬、サクラマスの産卵時
期も考慮に入れ10月上旬までの調査を想定し記載して
おりますが、6月上旬、9月下旬も調査期間として視野
に入れて実施いたします。

6-22 357
予測の基本的な
手法

1次

施設の稼働に係る鳥類への影響に関する予測手法とし
て、環境省の手引き等に基づき、風車への衝突確率等
の推定を行うことが示されていますが、この場合、
個々の風車だけではなく、事業区域全体についての推
定結果が得られると思われます。したがって、準備書
段階での風車の配置の検討に当たっては、対象事業実
施区域及びその周辺の推定結果を踏まえ、配置を検討
すべきであり、また、準備書では、この推定結果を地
図上に示し、推定結果と風車の配置との関係を明らか
にした上で、風車の配置の考え方を説明していただき
たいと考えますが、今後の、貴社の対応方針を回答願
います。

準備書においては、風車への衝突確率等の推定結果と
風車の配置との関係が分るように図示いたします。ま
た土地の状況、他環境要素の影響も踏まえつつ、風車
への衝突の影響を回避又は低減できる配置を総合的に
検討し、その結果を記載いたします。

6-23 360 ザリガニ 1次

環境DNAは感度が高すぎて、現在は生息していなくても
検出されてしまうことはないでしょうか。

流水でない澱んだ場所では、ザリガニの遺骸などがあ
れば、現状で生息していなくても検出される可能性は
あります。このため、捕獲調査の補足調査としての位
置づけで環境DNAによる調査を実施し、捕獲調査結果と
合わせて、生息の可能性について総合的な判断をいた
します。
なお、環境DNAを採水する地点は流水がある場所とし、
コンタミネーションを防ぐ対策を行い実施いたしま
す。

6-24 361
調査地点の設定
根拠

1次

①植生凡例番号01、03、06、10、16、18、19につい
て、風力発電機設置想定範囲に含まれていますが、候
補地点１が設定されてません。同様に01、03、06、
07、10、14、16、18、22については、候補地点２が設
定されていません。特に自然植生のササ－ダケカンバ
群落については、当該範囲内に約20ha含まれており、
調査を行う必要は無いのでしょうか、事業者の見解を
伺います。
②他の分類群の設定根拠のように、何を把握するため
に候補地点を選定したのかをご教示願います。
また、本表の面積比率と候補地点数やコドラート調査
地点数の関係について、分かりやすく説明いただくこ
とは可能でしょうか。

①候補地点1及び候補地点2の設定において、植生凡例
を全て網羅していないのは、環境類型毎の動植物相の
把握と定量的データ取得を目的としているためであ
り、本表で地点設定していない植生凡例については、
p363-364に示した動物踏査ルート設定根拠で示したよ
うに、ルート調査により対象事業実施区域における動
植物相を把握できるものと考えております。なお、サ
サ－ダケカンバ群落については、典型林分に到達する
ことが困難と予想されることと、ササが密に繁茂して
いることから、捕獲法、トラップ法、自動撮影法、ポ
イントセンサス法には不向きと判断しております。
②何を把握するために候補地点を選定したのかについ
ては、下記記載の目的と地点設定根拠のとおりです。
・本表のコドラート調査は、動植物の生息基盤として
の植生を把握すること及び、現存植生図作成を目的と
して、風力発電機設置想定範囲に含まれている全ての
植生凡例について2地点以上調査を実施いたします。
・本表の捕獲法、トラップ法、自動撮影法、ポイント
センサスを実施する候補地点1及び候補地点2は、環境
類型毎の動植物相の把握と定量的データ取得を目的と
して、風力発電機設置想定範囲に含まれている環境類
型毎に3地点以上の調査を実施いたします。環境類型は
本票区分にある落葉広葉樹自然植生、落葉広葉樹代償
植生、渓畔林、植林、草地自然植生、草地代償植生と
いたします。ただし、草地自然植生は面積が小さいた
め2地点として計画いたしましたが、判読が正しいかど
うか現状を踏まえた上で必要に応じ増減することを考
えております。

6-25
370-
373

調査位置（鳥
類）

1次

各調査地点からの可視領域（空中が見える範囲、地表
が見える範囲）を示した図、及びそれらを調査毎に統
合したものをお示しください。

各調査地点からの可視領域を示した図は別添資料6-25
のとおりです。

6-26
378-
380

第6.2-4図(14)
～(16)動物の調
査位置（魚類及
び底生動物）

1次

水域がわかるよう、河川等を本図に重ねた図をご教示
願います。

別添資料6-26に示します。

6-27 379
調査位置（ザリ
ガニ）

1次

定量採取法のルート上にある渓流域について、どの程
度の水の流れがあれば調査対象とするのでしょうか。

ルート上の沢について、表面が濡れており、ザリガニ
の生息可能性の高い河床環境の沢を調査対象といたし
ます。

6-28 382

第6.2-2表(32)
調査、予測及び
評価の手法【植
物】

1次

「植物相の調査は早春及び晩春の２回実施するとよ
い」と専門家からの意見がありますが、春季調査を１
回のみとした理由をご教示願います。

春季調査については、1回の想定としておりますが、標
高差もあり斜面方位等で雪解けの時期が異なることか
ら、調査ルートごとに適切な時期にずらして実施いた
します。また、同じルートにおいても、斜面方位や地
形により雪解けの状況が異なるため、1回の調査で早
春、晩春の植物を確認できると考えております。

6-29 390

2.調査の基本的
な手法
(2)【現地調
査】

1次

クマタカで「ペリットが採取できた場合」とあります
が、営巣木の直下で調査を行うということでしょう
か。

営巣木の直下で調査を実施し、ペリットや餌痕跡等の
採取を行うことを考えております。なお、調査による
営巣放棄がないよう、繁殖終了後に調査を実施する予
定です。
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

6-30 392 典型性注目種 1次

①カラ類は、上位種の餌対象とならないのでしょう
か。
②改変エリアの利用について、ネズミ類は尾根部であ
れば森林であっても利用は少ないということでしょう
か。

①ツミ、ハイタカ等小鳥類を捕食する小型の猛禽類で
は餌対象になると考えますが、今回上位種の対象とし
た大型猛禽類のクマタカでは主要な餌対象にならない
ため、上位種の餌対象とならないといたしました。ま
た、当該地のカラ類の主な天敵はアオダイショウであ
ると推定しております。
②ネズミ類の改変エリアの利用については、他の環境
と比較して特に尾根部が良く利用されることはないと
考え、「一部該当する」といたしました。

6-31 399

第6.2-2表(42)
調査、予測及び
評価の手法【景
観】

1次

調査期間としている4季について、降雪や融雪のタイミ
ングにも左右されると思いますが、それぞれ何月を想
定しているのかご教示願います。

4季調査については、春季5月、夏季8月、秋季10月、冬
季12月（若しくは3月）を基本に、その年の融雪等の状
況を踏まえ実施することを想定しております。

6-32 400

第6.2-2表(43)
調査、予測及び
評価の手法【景
観】

1次

予測の基本的な手法について、「フォトモンタージュ
による視覚的な表現手法により影響を予測する」とあ
りますが、その際、地域住民や主要な眺望点の利用者
に対し、フォトモンタージュを活用したアンケートは
実施されるでしょうか。影響予測の手法について具体
的にご教示願います。

景観の影響予測については、主要な眺望点から撮影す
る現況の眺望景観の写真に、将来の風力発電機の完成
予想図を合成するフォトモンタージュを作成し、現状
と将来の写真を比較できるよう準備書に記載するとと
もに、予測対象の眺望点から風力発電機を眺望した場
合の垂直視角、水平視角、景観資源の視認状況を示
し、これらを踏まえ予測する予定です。フォトモン
タージュを活用したアンケートは現時点では想定して
おりません。

6-33 401
第6.2-2表(44)
景観調査地点の
設定根拠

1次

ふれあい遊トピア公園を風車が視認できないとして調
査地点に設定していませんが、スキー場としての利用
があることを考えると、可視領域内となるリフトの終
点からの眺望を踏まえて調査地点を検討する必要はな
いでしょうか。

ふれあい遊トピア公園のスキー場（リフトの終点）
は、可視領域内にあるものの、現在スキー場は営業休
止しており、スキーシーズンにおいてもリフトが稼働
しておらず、施設の維持管理がされていない状況とな
ります。その状況下で現地調査のために立ち入ること
は調査員の安全確保が困難であると考えております。
同地点からの景観影響については、比較的同じ方角に
位置し、かつ風力発電機設置想定範囲に近い「仁木町
民センター」及び「フルーツパークにき」にて影響評
価が可能と考えております。

6-34
403
～
405

第6.2.2表（45
～47)
【人と自然との
触れ合いの活動
の場】

1次

調査期間にある「利用状況を考慮した時期」とは、調
査地点それぞれ何月頃を想定しているのかご教示願い
ます。
また、「工事関係車両の交通量が最大となる時期」は
どの工程を想定しているのかもご教示願います。

「浜中モイレ海水浴場」は海水浴シーズンである7月又
は8月を想定しておりますが、各施設の施設管理者にヒ
アリングを行い利用者が多い月に調査を実施する予定
です。なお、休業中の「家族旅行村」については、過
去の利用状況の情報を収集することで把握する予定で
す。
また、「工事関係車両の交通量が最大となる時期」
は、今後検討する工事計画により決定されますが、1日
の工事車両の通行が最大となる時期を想定しており、
風力発電機の基礎工事に伴うコンクリート打設時が想
定されます。

6-35 405

第6.2-2表
（47）【人と自
然との触れ合い
の活動の場】

1次

現地調査の調査地点に現在休業中の家族旅行村が選定
されていますが、休業中の施設において利用状況をど
のように把握する予定でしょうか。
施設の再開の目途が立っており、再開され次第調査す
るのか、それとも休業している状態で調査されるのか
を示した上で、利用状況把握の具体的な方法をご教示
願います。

施設管理者へヒアリングを行い過去の利用状況につい
て把握する予定です。また、現地調査期間中に再開さ
れる場合は、その中で利用者数が多い月を対象に調査
を実施し、過去の利用状況と合わせて調査結果を整理
する予定です。

7．「第7章 その他環境省令で定める事項」に関する質問
番号 頁 区分 質問事項 事業者回答

7-1 451

第7.1-3表(24)
住民等からの意
見の概要及び事
業者の見解

1次

本事業の「あらまし」がWebで公表されていますが、印
刷されたものを縦覧場所に設置するなど、インター
ネットを使用しなくても閲覧が可能な状態になってい
るという認識でよろしかったでしょうか。

本事業の「あらまし」については、WEBで公表するとと
もに、印刷したものを縦覧場所に設置することで、イ
ンターネットを使用しなくても閲覧が可能な状態とし
ています。また、法定説明会においても参加者全員に
配布することで、方法書の幅広い周知に努めていま
す。

8．その他に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

8/8


